
1 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1 職員手当には退職手当を含みません。

(3) 特記事項

平成16年度から期末手当の役職加算を凍結しています。

154,447 713,367 5,446

Ｂ／Ａ

23年度 131
千円 千円 千円 千円 千円

465,391 93,529

（注）人件費には、職員に支払う給与の他、共済費、退職手当負担金、特別職給与、町議会議員、各種委員の報酬等が含まれています。

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ

％

12,532 10,696,274 221,841 1,307,889 12.2 15.6
23年度

人 千円 千円 千円 ％

（23年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 22年度の人件費率

斜里町の人事と給与・定員管理等について

斜里町職員の給与、採用、服務や勤務条件などの状況を紹介します。

町職員の給与は、その職務に応じた給料と扶養手当及び通勤手当等諸手当で構成され、給料や諸手当の内
容は、国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の議決を経て決められ、「斜里町職員の給与に関す
る条例」に基づき支給されています。

区分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）
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(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

2 一般行政職給料表の状況（平成24年4月1日現在）

422,600円最高号級の給料月額 243,700円 307,800円 354,700円 388,300円 400,600円

5級 6級

1号級の給料月額 135,600円 185,800円 222,900円 261,900円 289,200円 320,600円

（注）

(単位：円）

1級 2級 3級 4級

(H18)

94.4 (H18)

92.8

(H18)

93.5

(H23)

97.2
(H23)

94.2

(H23)

95.3

90

95
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105

斜里町 類似団体平均 全国町村平均

（例）
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3 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（24年4月1日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

(2) 職員の初任給の状況（24年4月1日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円
円 円
円 円‐ ‐ ‐

‐ ‐

教 育 職
大 学 卒 ‐ ‐ ‐ ‐
高 校 卒 ‐

148,500

技能労務職
高 校 卒 ‐ ‐ ‐ ‐
中 学 卒 ‐ ‐

一般行政職
大 学 卒 172,200 184,200 172,200 184,200
高 校 卒 140,100 148,500 140,100

区 分
斜 里 町 国

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

類似団体
43.5 318,765 367,292 345,267

国
42.3 327,205 - 397,723

北海道
45.3 327,401 395,579 373,413

斜里町
40.3 304,700 370,800 332,785

※国及び類似団体の数値は、平成23年度の数値となっています。

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
国ベース
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（24年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

4 一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況（24年4月1日現在）

（注）1 斜里町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

6 級 課長・部長
人 ％

8 7.6

5 級 主幹・参事・課長
人 ％

17 16.2

4 級 主任・係長・主幹
人 ％

18 17.2

3 級 主任・係長
人 ％

30 28.6

2 級 係員
人 ％

12 11.4

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1 級 係員
人 ％

20 19.0

教 育 職
大 学 卒 ‐ ‐ ‐

高 校 卒 ‐ ‐ ‐

技能労務職
高 校 卒 ‐ ‐ ‐

中 学 卒 ‐ ‐ ‐

一般行政職
大 学 卒 236,100 273,860 309,327

高 校 卒 ‐ ‐ 276,300

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
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(2) 昇給期間短縮の状況

％

区 分 全 職 種

24年度

職員数Ａ 105 人

普通昇給期間（12～24月）を 人
短縮して昇給した職員数 Ｂ 0

比 率

１級

19%

１級

17.8%
１級

1.8%

２級

11.4%
２級

8.4%
２級

22.1%

３級

28.6%
３級

30.8% ３級

20.4%

４級

17.2%
４級

18.7% ４級

30.1%

５級

16.2%
５級

15.9%
５級

16.8%

６級

7.6%
６級

8.4%

６級

8.8%
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平成24年の構成比 １年前の構成比 5年前の構成比
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5 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円
（23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％
・管理職加算 無 ・管理職加算 10～25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（1.45） （0.65） （1.45） （0.65）

・役職加算 無

１人当たり平均支給額（23年度）
－

1,271

2.60 1.35 2.60 1.35

比 率 ％

Ｂ／Ａ 0.0

斜 里 町 国

％

Ｂ／Ａ 0.0

23年度

職員数Ａ 107 人

普通昇給期間（12～24月）を 人
短縮して昇給した職員数 Ｂ 0

比 率

3



(2) 退職手当（24年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置

（2％～20％） （2％～20％）

（退職時特別昇給） なし

1人当たり平均支給額 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当（24年4月1日現在）
千円

千円

％ 人 ％

(4) 特殊勤務手当（24年4月1日現在）
千円

円支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 741,600

なし ‐ ‐

支給実績（23年度決算） 20,267

支給実績（23年度決算） 0

支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

59.28 59.28 59.28 59.28

21,481

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55

斜 里 町 国

4

円

％

(5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 310

支給実績（22年度決算） 52,928

支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 233

夜間看護業務手当 看護師
深夜における入院患者の
看護に従事する職員

1回当たり2,000円～6,800円

支給実績（23年度決算） 69,654

救急患者移送手当 看護師
医師の指示により救急患
者の移送に従事した看護
師

日額2,000円

研修手当 医師
専門的に研修を必要とす
る業務に従事する職員

月額300,000円～500,000円

行旅死亡人等取扱手当 一般行政職等
行旅死亡人及び行旅傷病
人の取扱をした職員

日額3,000円

精神病患者移送手当 一般行政職等
精神病患者の移送及び収
容事務に従事した職員

日額2,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

衛生業務手当 看護師・介護福祉士等
診療X線撮影の照射介助
に従事した職員

日額300円

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 741,600

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 13.91

手当の種類（手当数） 6
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(6) その他の手当（24年4月1日現在）

内容及び支給単価

円

円

円

円

円

円

6 特別職の報酬等の状況（24年4月1日現在）

501,500特地手当
ウトロ以東の地域勤務者
に対し支給（10％）

異なる
支給率
国20％
斜里町10％

1,003 千円

554,139

寒冷地手当
寒冷地域勤務者に対し11月～3
月の5か月間支給
月額10,340円～26,380円

同じ 21,333 千円 102,563

管理職手当
部長職 月額44,000円
課長職 月額33,000円

異なる 定額 19,949 千円

150,084

通勤手当
通勤距離が片道2キロメートル
以上の職員
月額2,000円～24,500円

同じ 1,333 千円 44,433

住居手当

・貸家月額12,000円を超える
家賃を払っている場合支給
・持家月額2,500円を支給

異なる

持家支給
額
斜里町
2,500円
（国は無
し）

17,860 千円

（23年度決算）

扶養手当
配偶者及び子等
月額5,000円～13,000円 同じ 22,955 千円 218,619

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績 支給職員１人当たり

手 当 名 （23年度決算） 平均支給年額

5

6 特別職の報酬等の状況（24年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円

月分

月分

任期毎

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

町 長 給料月額×5.126月×4年 任期毎

副 町 長 給料月額×3.234月×4年

期
末
手
当

町 長 （23年度支給割合）

副 町 長 3.95

議 長 （23年度支給割合）

副 議 長 3.95

議 員

副 議 長 234,000 269,000 172,500
議 員 190,000 250,000 157,500

353,500

副 町 長 610,000 661,200 326,400

報
酬

議 長 291,000 326,000 207,000

区 分 給 料 月 額 等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

町 長 770,000 796,100

5



7 職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

下 水 道 2 3 1 勤務条件の改善のための増

勤務条件の改善のための増

水 道 4 4 0

小 計 34 39 5
＜参考＞人口1万人当たりの職員数 31.12人

（類似団体の職員数 19.01人）

公
営
企会
業計

病 院 57 59 2

職員の他部門からの異動による増

小 計 130 122 -8
＜参考＞人口1万人当たりの職員数 97.35人

（類似団体の職員数 93.08人）

特
別
行
政
部
門

教 育 34 39 5

衛 生 21 17 -4 職員の他部門への異動による減

土 木 12 9 -3 機構改革に伴う室の統合による減

民 生 36 35 -1 機構改革に伴う課の統合による減

農 林 水 産 12 13 1 勤務条件の改善のための増

商 工 7 6 -1 機構改革に伴う室の統合による減

部付派遣職員の派遣解任に伴う他部門への異動による減

税 務 9 10 1 総務部付派遣職員の派遣解任に伴う税務部門への異動による増

一
般
行
政
部
門

議 会 3 3 0

総 務 30 29 -1

区 分

部 門

職 員 数
対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成23年 平成24年

6

（注）1 職員数は一般職に属する職員数です。

2 [ ]内は、条例定数の合計です。

3 職員数には、常勤的非常勤職員も含むが、条例定数には常勤的非常勤職員は含まない。

(2) 年齢別職員構成の状況（24年4月1日現在）

3 23134 30 19 24 22 28

人 人 人 人 人

2 14 14 22 19
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

～ ～ 計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

[ 238 ］[ 238 ］

区 分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

小 計 66 70 4

合 計
230 231 1 ＜参考＞人口1万人当たりの職員数 184.32人

下 水 道 2 3 1

その他 3 4 1 勤務条件の改善のための増

業計
等部

門

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

5年前の構成

比

%
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(3) 職員数の推移

( △ 10.3 %)

( △ 2.5 %)

( %)

( △ 8.5 %)

( 0.0 %)

( △ 4.5 %)

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

(4) 職員の退職状況（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(5) 職員の採用、退職状況(平成24年4月1日現在）
（採用状況）

年度 区分 職種 採用者数

試験採用 一般行政 7人

定年・勧奨 自己都合 任期満了等 計

8人 6人 1人 15人

70 0

総合計 242 239 234 233 230 231 △ 11

公営企業等会計 66 66 71 72 66

普通会計計 176 173 163 161 164 161 △ 15

消防

122 △ 14

教育 40 38 35 35 34 39 △ 1

一般行政 136 135 128 126 130

年度

部門別
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度平成23年度平成24年度 過去5年間の増減数（率）

7

8 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（勤務時間・休日）

8時45分から17時30分

①

②

土・日曜日

（休暇制度）

年次有給休暇

特別休暇
それぞれの休暇内容により必
要日数（時間）が決められて
います。

産前産後休暇、服喪休暇、結婚・出産休暇、生理休暇、夏期休暇
の他、家族の看護、証人・参考人として裁判所に出頭する場合、
ドナーとなる場合等の休暇もあります。

介護休暇
必要と認められる期間
（6ヶ月以内）

配偶者や父母など病気などにより介護を必要とする場合に休暇
（無給）

休暇名 付与日数 概 要

1年度の付与20日
翌年度に限り20日を限度に繰越が可能
平成23年の年次有給休暇の平均取得日数は6.4日です。

病気休暇
必要と認められる期間
（1年以内）

疾病・負傷で療養の必要があり、勤務しないことが止むを得ない
と認められた場合の休暇

5人

勤務時間

休 日
国民の祝日

年末年始（12月31日から翌年の1月5日）

週 休 日

24年度
試験採用 一般行政 7人

独自試験等 保健医療福祉職等

7



9 職員の分限及び懲戒の状況

分限・懲戒処分の状況（平成23年4月1日～24年3月31日）

10 職員の服務に関する状況

11 職員の研修等に関する状況

各種研修の実施状況（平成23年度）

0人

町民の疑惑や不信を招くことのないよう倫理保持及び交通安全などについて機会あるごとに職員に注意を喚起し、服
務規律保持を図っています。

職員研修については、毎年度研修計画に基づき、北海道や町村会などと相互連携を図り職責、職務、実務など、効果
的・効率的な研修実施に努めています。

新任職員研修 12人

0人

懲戒処分者数
戒告 減給 停職 免職 計

分限処分とは、心身の故障などで職務が十分に果たせない場合などに公務能率の維持を目的に行う処分で、懲戒処分
は、地方公務員法等に違反した場合や職務上の義務違反などに対して秩序維持を図るために行う処分です。

分限処分者数
降任 免職 休職 計

8

※人事評価制度については、国などの状況を踏まえて制度構築に向けて取り組んでいます。

12 職員の福祉及び利益の保護に関する状況

公務災害
職員が公務上受けた労働災害を公務災害といい、平成23年度においては、6件の発生となっていま

す。

公平委員会
職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、適応な措置がとられるよう要求することや、懲戒

その他意に反する不利益な処分を受けたときは公平委員会に申立をすることができます。なお、23年度
において申立はありませんでした。

派遣研修 専門職・一般職自己提案型研修等 8人

共済制度
職員にかかる共済制度は、病気や負傷、出産や死亡した場合などその相互救済を図るため地方公務員

等共済組合法に基づき北海道市町村共済組合が実施主体となり事業を実施しています。

厚生制度

職員の厚生は、職員の福祉の増進と生活の安定を図るため、職員融和会として、給付事業（退職記念
品）、体力増進事業（スポーツ振興）、研修事業（セミナー参加助成）等を実施しており、その経費を
町が助成しています（平成23年度の助成は94万円となっています）。また、共済組合の事業を補完する
(財)北海道市町村福祉協会による福利厚生事業が実施されています。

3年未満職員研修 16人

委託研修
（各研修機関での研修）

オホーツク町村会 30人
北海道市町村職員研修センター 他 8人

職場研修

新任職員研修 12人

地域主権一括法研修 他 72人

8



13 公営企業職員の状況

(1) 水道事業

ア 決算

％

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

斜 里 町 32.7 273,525 393,792

団 体 平 均 45.6 362,100 535,892

22,031 5,508

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（24年4月1日現在）

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

23年度 4 14,172 3,143 4,716

291,303 △ 52,609 26,876 9.2% 9.4

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ

（参考）

22年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

23年度
千円 千円 千円 ％

① 職員給与費の状況

区分
総費用 純損益又は実

質収支

職員給与費
総費用に占める職

員給与費比率

9

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ア 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・管理職加算 無 ・管理職加算 無

イ 退職手当（24年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置

（2％～20％） （2％～20％）

（退職時特別昇給） なし （退職時特別昇給）

１人当たり平均支給額 千円 １人当たり平均支給額 千円

（注） 町の退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

21,481 14,981

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

・役職加算 無

斜 里 町 （団体平均等）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

・役職加算 無

2.60 1.35 2.60 1.35

（1.45） （0.65） （1.45） （0.65）

③ 職員の手当の状況

斜里町(水道事業） 斜里町（普通会計）

1人当たり平均支給額（23年度） 1人当たり平均支給額（23年度）

1,180 1,271
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ウ 特殊勤務手当（24年4月1日現在）

千円

円

％

エ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ その他の手当（24年4月1日現在）

円299,000

・貸家月額12,000円を超え
る家賃を払っている場合支
給

持家支給
額

（23年度決算）

扶養手当

配偶者及び子等
月額5,000円～13,000円 同じ 598 千円

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績 支給職員１人当たり

手 当 名 内容及び支給単価 （23年度決算） 平均支給年額

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 263

支給実績（22年度決算） 785

支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 262

‐ ‐ ‐ ‐

支給実績（23年度決算） 1,052

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 0.0

手当の種類（手当数） 0

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（23年度決算） 0

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 0

10

円

円

円

円102,500寒冷地手当
寒冷地域勤務者に対し11月
～3月の5か月間支給
月額10,340円～26,380円

同じ 410 千円

24,000

管理職手当
部長職 月額44,000円
課長職 月額33,000円

異なる 396 千円 396,000

通勤手当
通勤距離が片道2キロメー
トル以上の職員
月額2,000円～24,500円

同じ 24 千円

住居手当
給
・持家月額2,500円を支給 異なる

額
斜里町
2,500円
（国は無
し）

440 千円 110,000
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